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総務常任委員会記録 

令和５年４月 24 日 

（ 午後１時 30分 開会 ） 

委員長 ：ただいまの出席委員は８名であります。 

全員の出席ですので、これより本日の委員会を開会します。 

録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 

本日の案件は、御案内のとおりであります。 

まず視察のうち、県外への視察についてでありますが、さきの総務常任委員会におき

まして、日程および視察先の調整を正副委員長に御一任いただいたところであります。 

現時点での調整状況について書記より説明させます。 

石川書記。 

書記  ：それでは、さきの総務常任委員会において、正副委員長に御一任いただいた県外の視

察について御説明いたします。 

資料は２枚目、先進地(県外)視察についてという資料を御覧ください。 

まず現時点の調整状況ですけれども、７月５日から７日までの２泊３日。 

５日の日に愛知県豊橋市にてテーマは公民連携ということで行います。 

２日目、６日木曜日ですけれども、こちらは静岡県浜松市で防災ＤＸについて学びた

いと思います。 

３日目の７月７日金曜日、静岡県島田市、公共施設マネジメントということで、公共

施設包括管理業務について学びたいと思っております。 

先に日程など決めていただいた際には、第１候補としていた静岡県静岡市ですけれど

も、こちらは議会中ということで対応できないということでした。 

三重県桑名市ですけれども、公民連携のテーマでお願いしたいと思っておりましたが、

担当課の都合がつかず、こちらも駄目になってしまいました。 

相手先の都合が合わないということで、この二つを変えさせていただきました。 

詳細については現在調整中であります。 

行程についてですけれども、案としては、７月５日にＪＲ新幹線で一ノ関駅から東京

駅、そして愛知県の豊橋駅まで行き、豊橋市役所で視察をして宿泊します。 

７月６日、宿泊したホテルを出まして、静岡県浜松市に向かい、浜松市のほうで視察

を行います。 

そして、同日中に静岡県島田市のほうに移動いたしまして、島田市内で一泊、そして、

７月７日の午前中に島田市役所に行きまして、視察をしてから、後は静岡、東京、ＪＲ

一ノ関駅ということで戻ってくる予定となっております。 

都市間の移動はＪＲ新幹線を利用し、島田市と浜松市の間はＪＲ線を使います。 

各駅から各市役所まではタクシーを利用する予定でございます。 

以上でご説明を終わらせていただきます。 

よろしくお願いします。 
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委員長 ：事務局からの説明が終わりました。 

御質問、御意見などがございましたらお願いいたします。 

佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：そうすると、この豊橋市、浜松市、島田市ほかに、静岡市と桑名市と同じような

テーマのところを加えるということですか。 

この三つに決定ということですか。 

委員長 ：石川書記。 

書記  ：静岡市を予定しておりましたのは、テーマとしては防災ＤＸということでしたが、こ

ちらの日は静岡市が駄目だということで、静岡市の代わりに浜松市といたしました。 

あと、公民連携のほうは、桑名市ということでしたが、こちらも担当課のほうで都合

が合わないということで、豊橋市に変更させていただきました。 

委員長 ：佐藤浩委員。 

佐藤（浩）委員：するとこの３か所で決まりということで、足されるものではないということで

すか。 

委員長 ：石川書記。 

書記  ：はいそうです。 

委員長 ：そのほかございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：ないようですので、報告内容に沿って、今後も受入れ先との調整を進めてまいります。 

なお、行程が固まり次第、改めて委員会を開催することといたします。 

以上で、先進地（県外）視察についての協議を終わります。 

次に、管内視察についてを議題といたします。 

本日の管内視察は、総務常任委員会で設定した 12項目のうち、現地調査を行うことと

していた、一つには廃止、譲渡予定の公共施設、二つ目としては指定管理施設、三つ目

としては避難所施設に関するものであり、それぞれ主な施設を選定しております。 

行程などについては配付のとおりであります。 

それでは、御覧いただきまして、内容について御質問等がありましたらお願いいたし

ます。 
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     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、本日の管内視察につきましては、行程のとおり実施することとし、現地に

おいて施設の管理者や当局から説明を求めたいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

     （「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決定しました。 

委員の派遣および当局の出席要求等につきましては、当職より議長に申し出ておきま

す。 

以上で、管内視察についての協議を終わります。 

それでは、管内視察調査を行います。 

早速ですが、議員駐車場入り口付近からバスが出発しますので、移動願います。 

     暫時休憩します。 

    （休憩 13：36～16：41 ） 

委員長 ：休憩前に引き続き、再開します。 

以上で、管内視察調査を終わります。 

以上で、本日の案件は終了しました。 

委員の皆さんから、ほかに何かございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で本日の委員会を終了いたします。 

     御苦労様でした。 

（ 午後 4時 42 分 終了 ） 


